
関係各位 

 

 

松山空港利用促進協議会と高知県航空利用促進協議会では、松山空港及び高知龍馬空港

の利用促進と四国西南地域の周遊観光ルートの形成・定着化を図るため、予算の範囲内で、

昨年度に引き続き、予算の範囲内で、両空港の定期航空路線を相互インアウトで利用して、

両県外から同地域への団体客の誘客促進に取り組む事業者を支援する「松山空港及び高知

龍馬空港利用促進事業助成金(団体旅行商品造成支援)」の追加募集を行います。 

 

【実施主体】 

松山空港利用促進協議会／高知県航空利用促進協議会 

 

【助成金の交付対象者】 

旅行業法（昭和 27年法律第 239号）第３条の規定に基づく登録を受けている事業者 

※ 交付申請は本社等で一括して行うこと。 

 

【助成金の交付要件】 

○ 次の条件をすべて満たす団体旅行 

(1) 愛媛県外及び高知県外からの募集型企画旅行又は受注型企画旅行であること 

(2) 松山空港及び高知龍馬空港の定期航空路線を相互インアウトで利用すること 

(3) 旅行の行程に四国西南地域（愛媛県（伊予市・宇和島市・八幡浜市・大洲市・西 

予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町）と高知県（須崎市・中土佐町・ 

四万十町・檮原町・津野町・宿毛市・土佐清水市・四万十市・大月町・三原村・黒 

潮町）の２１市町村を結ぶ地域）への立ち寄りを含むこと 

(4) 愛媛県内又は高知県内の移動に貸切バスを利用する場合は、いずれかの県内に営

業拠点を置くバス事業者のバスを利用すること 

(5) 平成２９年４月１４日(月)から同年８月３１日(木)までの間に愛媛県内又は高知 

県内の宿泊施設に２泊以上宿泊すること 

○ 旅行商品の販売に当たっては、「(一財)空港環境整備協会の助成事業であること」及 

び「助成金額」を明記し、購入者にそのことを認識できるようにすること。 

 

【助成金の対象経費及び交付額】 

○ 航空運賃及び宿泊費を対象に、団体旅行の参加者１人当たり１万円を上限として助成 

※ 大人料金を支払った実人員とし、小人・無賃人員・添乗員を除く。 

※ 助成対象となる旅行商品の販売価格に含まれる航空運賃及び宿泊費の合計額 

（消費税及び地方消費税を除く。）を上限とする。 

松山空港及び高知龍馬空港利用促進事業助成金（追加募集） 
〔団体旅行商品造成支援〕～ (一財)空港環境整備協会助成事業 ～ 

平 成 2 9 年 ４ 月 1 7 日 

高知県航空利用促進協議会 



○ １事業者当たりの助成金限度額は２００万円（既交付決定額を除く。） 

※ 羽田線以外の路線（伊丹線・福岡線）の利用促進を図るため、羽田線を利用す 

る旅行商品については、１事業者当たりの助成金の上限額を１００万円（既交付 

決定額を除く。）とします。 

ただし、助成金の交付申請額の総額が予算の範囲を超えない場合は、羽田線を利 

用する旅行商品に係る上限額を変更する場合があります。 

※ 助成金の交付申請額の総額が予算の範囲を超える場合は、羽田線以外の路線（伊 

丹線・福岡線）を利用する旅行商品を優先的に交付対象とします。さらに、四国 

西南地域への入込客の増加につながる事項(催行予定人員、宿泊地や四国西南地 

域内の立ち寄り施設等)も合わせて考慮し、交付対象とする旅行商品を決定しま 

すので、助成金交付決定額が申請額を下回る場合や助成金の交付を受けられない 

場合があることに御留意願います。 

 

【団体旅行商品の催行期間】 

  平成２９年５月１日（月）～平成２９年８月３１日（木） 

 

【募集（交付申請書受付）期間】 

平成２９年４月１７日（月）～平成２９年４月２１日（金） 

 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日等の閉庁日を除く） 

 

【申請先】 

  愛媛県企画振興部地域振興局交通対策課空港・航空振興グループ 

    （ＴＥＬ）０８９－９１２－２２５２ （ＦＡＸ）０８９－９１２－２２４９ 

 

【その他】 

 ・既に交付決定を受けている事業者も交付申請を行うことができます。 

・他の助成制度等を重複して利用することはできませんので、ご注意ください。 

 

【問合せ先】 

○松山空港利用促進協議会窓口 

愛媛県企画振興部地域振興局交通対策課空港・航空振興グループ 

    （ＴＥＬ）０８９－９１２－２２５２ （ＦＡＸ）０８９－９１２－２２４９ 

  ○高知県航空利用促進協議会窓口 

高知県中山間振興・交通運輸政策課広域交通担当 

    （ＴＥＬ）０８８－８２３－９３４１ （ＦＡＸ）０８８－８２３－９５２６ 


